
同日の両側実施

末梢神経ラジオ波焼灼療法



概要図：末梢神経ラジオ波焼灼療法
【技術の概要】

膝関節の知覚神経に高周波電流を供給し、神経を加
温・凝固（焼灼）させることによって、疼痛治療を
行う。

【対象疾患】

整形外科的な外科的治療の対象とならない変形性
膝関節症に伴う慢性疼痛を有する患者のうち、既
存の保存療法で奏効しない患者

【既存の治療法との比較】

「関節内ステロイド注射」を対照群
とした無作為化臨床試験において、
治療後6か月時のNRS（疼痛評価ス
ケール）が、ベースライト時から
50％以上軽減した被検者の割合は、
対照群16.2％に対して本法は74.1％
と有意に高い割合であった。
（p＜0.0001）

【診療報酬上の取り扱い】
医療機器に係る保険適用決定区分及
び価格（2023年6月から適用）

準用技術料

K697‐3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
（一連として）

1  2センチメートル以内のもの

  ロ その他のもの

保険点数 15,000点

変形性膝関節症へ適用





結論：15,000点Ｘ１に査定

【査定判断の根拠】

１，局所麻酔薬の極量を超えてしまう
キシロカインの極量
50kg 225mg → 22.5mL（1%） 350mg → 35mL（0.5%）
60kg 270mg → 27mL（1%） 420mg → 42mL（0.5%）
70kg 315mg → 31.5mL（1%） 490mg → 49mL（0.5%）

※ 3本の神経を焼灼するのに結構な痛みを伴うため局麻を十分効かせてか
ら実施する。また、焼灼中に痛みを訴える場合は追加麻酔が必要となる
ことが多い。さらに17G針が通る皮膚や皮下組織にも局麻を浸潤させる
ので、片側の膝だけですぐに極量近くまで局麻を使用することになり、
両側実施は困難である。

2, 「一連として」の解釈：同時にやれば、3本でも6本でも一連
※ 一連というのは、対象とする3本の神経を焼灼する一連の手技である。

３本の神経を１本ずつ焼灼するが、１本ずつ算定できない様に一連と
なっている。従って、1本やっても3本やっても算定金額は同じである。
同日の場合は、ほぼ同時に6本焼灼することになり、一連の判断が
適応されると考える。

３，両側同時施行で、ディスポ製品約8万円が1回分で済む

※ 15,000点＝技術料7万円＋特定保険材料8万円の内訳

実施している施設への聴取

Ｑ：1回あたりのランニングコストはいかほどでしょう？

Ａ：ディスポの値段は8万円程度したと思います。それ以外に、ディスポの覆布
や手袋、エコーのプローブにかける清潔なカバー キシロカイン、注射器や
針など合計9万円ほどかかります。



同日の両側実施に関しては査定



実施までの保存的加療期間

末梢神経ラジオ波焼灼療法











変形性膝関節症（KOA）に対する末梢神経ラジオ波焼灼療法（RFA）実施までの保存療法期間

結論（臨床的目安）
少なくとも 3～6か月間の十分な保存療法を実施し、効果不十分な場合に検討する
一般的な推奨ライン

根拠と考え方
① 国際的なポジショニング
American Academy of Orthopaedic Surgeons（AAOS）
American College of Rheumatology（ACR）
これらのガイドラインでは、
• 運動療法（筋力訓練・減量）
• NSAIDs（内服・外用）
• 関節内注射（ヒアルロン酸・ステロイド）
• 装具療法
を十分に行った後の難治性疼痛に対する選択肢として、genicular nerve RFAが位置づけられています。
明確な「◯か月」という記載はないものの、多くの臨床研究では3～6か月以上の保存療法不応例を対象としています。

日本の実臨床での妥当な基準
整形外科外来での一般的な流れを考えると：
【Step 1】保存療法（最低3か月）
• ヒアルロン酸関節内注射（通常週1×5回など）
• NSAIDs／アセトアミノフェン
• 運動療法（大腿四頭筋訓練）
• 体重管理
• サポーター・足底板
→ ここで改善が乏しい場合



【Step 2】集学的保存療法（～6か月）
• 注射継続
• 神経障害性疼痛要素への対応
• リハビリ強化
→ 6か月以上改善が乏しく、人工膝関節置換術を希望しない／適応外の場合

【Step 3】RFA適応検討
臨床的に重要なポイント
※ 痛みの性状が機械的疼痛主体
※ 画像と症状がある程度相関
※ 神経ブロックで一時的に有効であることを確認
→ ブロックテスト陽性例で実施するのが望ましい

実務的な安全ライン
最低 3か月
→ 保存療法としての医学的妥当性を担保

より妥当なのは 6か月
→ 侵襲的治療へ移行する合理性が明確

まとめ
項目 推奨期間
最低限 3か月
より妥当  6か月
原則 保存療法不応例



テストブロック時の神経ブロックと超音波検査

末梢神経ラジオ波焼灼療法











テストブロックと超音波検査



私見：トリガーポイント注射・大腿神経ブロックなどは、薬剤料は認め手技料は査定、超音波検査は査定

※ ラジオ波治療と別日に実施したとしても、テストブロックでのトリガーポイント注射、
大腿神経ブロック等や神経同定のための超音波検査は、15,000点に包括されると考えます。

一般社団法人日本関節病学会による適正使用指針 

＜禁忌事項＞
・治療中に患者の反応を確認し患者へのフィードバックを行うため、全身麻酔は禁忌である
以下の患者には本品を使用しないこと（禁忌項目） 
・何らかの神経疾患の既往症がある患者、感染症患者、血液凝固障害又は抗凝固薬を使用している患者

・使用前の対象膝に対する膝関節神経ブロック（テストブロック）に対し陽性反応（少なくとも
50％の疼痛数値スコアの減少）が見られない患者

ラジオ波焼灼療法の際のテストブロックとして、トリガーポイント・神経ブロック、超音波検査を認めるか？

ラジオ波焼灼療法の際のテストブロック、超音波検査を認めるか？

1，手技料は認めない、局所麻酔薬の費用のみ認める。

2，神経幹内注射25点に査定する。

3，大腿神経ブロック90点：認める・認めない

4，トリガーポイント注射70点：認める・認めない

5，超音波検査350点：認める・認めない



保存的治療の実施期間に関して返戻とレセプト調査

大阪国保が審査している全医療機関
実施患者に関する受診した医療機関の全レセプト収集（令和７年１２月）

末梢神経ラジオ波焼灼療法
大学 １件
病院 ２件
個人 ３件

自院での６ヶ月以上の保存的加療が確認できた件数

個人 １件

※ 末梢神経ラジオ波焼灼療法実施前の保存的治療の実施期間は？
少なくとも６ヶ月以上が適切では？

返戻と回答（治療歴が確認できません、貴院や前医での治療歴に関して詳記して下さい。）

１，「２年前から膝が痛い」との問診で判断した。
２，ヒアルロン酸関節内注射を５回実施したが無効であった。
３，前医でリハビリテーションをしていた。（期間不明）
４，その他



問１ 末梢神経ラジオ波焼灼療法実施までの保存的加療の期間は？

１，３ヶ月
２，６ヶ月
３，１２ヶ月
４，その他

問２ 実施医療機関での保存的治療が確認できない場合認めるか？

１，治療開始日が古ければ（概ね６ヶ月前以上）認める。
２，返戻して確認するが、適当なことを書いてあれば認める。
３，実施医療機関での保存的加療が確認できなければ査定する。
４，事務方に患者の関連レセプトを収集を依頼し、判断する。
５，その他

問３ ラジオ波焼灼療法の際のテストブロック、超音波検査を認めるか？

1，手技料は認めない、局所麻酔薬の費用のみ認める。
2，神経幹内注射25点に査定する。
3，大腿神経ブロック90点：認める・認めない
4，トリガーポイント注射70点：認める・認めない
5，超音波検査350点：認める・認めない

アンケート調査



体外衝撃波疼痛治療術実施までの適切な保存的治療実施期間



Ｋ０９６－２ 体外衝撃波疼痛治療術（一連につき）

Ｋ０９６－２ 体外衝撃波疼痛治療術（一連につき）

5,000点

通知
(１) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連の
ものとして算定する。再発により２回目以降算定す
る場合には、少なくとも３か月以上あけて算定する。

(２) 保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的
理由並びに２回目以降算定する場合にはその理由を
診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。な
お、本手術に併せて行った「Ｊ１１９」消炎鎮痛等
処置については、別に算定できない。

（令和６年版）



適応疾患は

•足底腱膜炎（6ヵ月以上の保存療法で効果がみられない難治性のもの）のみ保険適応

•他にも国際整形外科体外衝撃波学会（ISMST）では以下が適応疾患と認められています。
いずれも自費診療となります。

・アキレス腱炎、アキレス腱付着部炎
・膝蓋腱炎
・上腕骨外側上顆炎、内側上顆炎
・石灰沈着性腱板炎
・偽関節、疲労骨折
・早期の無腐性骨壊死、早期の離断性骨軟骨炎

医療機関広告

1回の治療時間は約15分です。圧痛点や超音波検査で患部を特定してから治療を行います。
一定期間（2週間）をおいて、2～3回の照射を行います。それ以降も改善が期待できる場合は行います。
麻酔などは不要です。傷跡は残りません。照射にはチクチクとした痛み（逆に痛みがあるところが患部）を伴
いますが我慢できる範囲です。治療後には歩行や上肢であれば動かすことが可能です。

疾患 費用
難治性足底腱膜炎（1シリーズ：計５回） 5,000点（50,000円の保険適応）3割負担で16,500円

それ以外の疾患 一般（3,500ショット）：13,200円(税込) ／（2,500ショット）：9,900円(税込)
学生（2,500ショット）：6,600円(税込)



6か月以上の症状持続を適応とする基準

米国の医療政策・FDA関連情報では
•6か月以上の症状
•保存療法無効
がESWT適応の条件とされています。
 
また臨床サイトやレビューでも
•6か月以上保存療法無効 → ESWT
とする記載が一般的です。 

保存療法の具体的内容（海外ガイドライン）
ESWT前に行うべき標準的保存療法は以下です。

基本治療
•足底腱膜ストレッチ
•下腿三頭筋ストレッチ
•NSAIDs
•安静・運動制限

物理療法
•理学療法
•足底板（orthotics）
•ナイトスプリント

注射治療
•ステロイド局所注射
•PRPなど（施設による）

これらの複合治療を数か月継続して無効であることが
ESWTの前提です。

体外衝撃波疼痛治療術のガイドラインなど

保存療法の自然経過

•約90%が6か月以内に保存療法で改善
•多くは1年以内に自然軽快



考察

結論（臨床的目安）
少なくとも 3～6か月の十分な保存療法を実施し、効果不十分な場合に検討する。

より厳密には、
6か月以上持続する難治例（chronic plantar fasciitis）
が、ESWTの最もエビデンスが確立している適応です。

ガイドライン・エビデンスの位置づけ
代表的学会
American Academy of Orthopaedic Surgeons
American College of Foot and Ankle Surgeons
これらの推奨では、
• 初期治療は保存療法
• 慢性（3～6か月以上）で保存療法不応例にESWT
というポジションです。

多くのRCTは6か月以上の症状持続例を対象としています。

日本の実臨床での妥当な流れ
【Step 1】保存療法（最低3か月）
• NSAIDs／アセトアミノフェン
• 足底板（インソール）
• ストレッチ（腓腹筋・足底筋膜）
• リハビリテーション
• テーピング
→ 多くはここで改善



【Step 2】集学的保存療法（～6か月）
• ステロイド局所注射（回数制限あり）
• 神経ブロック
• 物理療法
→ 改善しない慢性例

【Step 3】ESWT適応
 6か月以上持続
 朝の第一歩痛が持続
 画像で足底筋膜肥厚確認
 手術回避希望例

 実務的な安全ライン
期間 意義
3か月 最低限の保存療法
6か月 慢性難治例として妥当
12か月 典型的研究対象

まとめ
最低：3か月以上の保存療法
推奨：6か月以上持続する難治例
保存療法の徹底（特にストレッチ＋足底板）が前提



保存的治療の実施期間に関して返戻とレセプト調査

大阪国保が審査している全医療機関
実施患者に関する受診した医療機関の全レセプト収集（令和７年１２月）

体外衝撃波疼痛治療術
病院 1件
個人 6件

自院での６ヶ月以上の保存的加療が確認できた件数

0件

※ 体外衝撃波疼痛治療術実施前の保存的治療の実施期間は？
少なくとも６ヶ月以上が適切では？

返戻と回答（治療歴が確認できません、貴院や前医での治療歴に関して詳記して下さい。）

１，数年前からから足底腱膜炎と診断されているとの問診で判断した。治療歴なし。
２，３ヶ月間インソールを使用したが無効であった。
３，前医でマイクロ波のリハビリテーションをしていた。（期間不明）
４，その他



問１ 体外衝撃波疼痛治療術までの保存的加療の期間は？

１，３ヶ月
２，６ヶ月
３，１２ヶ月
４，その他

問２ 実施医療機関での保存的治療が確認できない場合認めるか？

１，治療開始日が古ければ（概ね６ヶ月前以上）認める。
２，返戻して確認するが、適当なことを書いてあれば認める。
３，実施医療機関での保存的加療が確認できなければ査定する。
４，事務方に患者の関連レセプトを収集を依頼し、判断する。
５，その他

問３ 体外衝撃波疼痛治療術実施時の局所麻酔は認めるか？

1，手技料は認めない、局所麻酔薬の費用のみ認める。
2，全て認めない。
3，全て認める。

アンケート調査



Ｄ２５０平衡機能検査

整形外科疾患で算定可な疾患は？



Ｄ２５０ 平衡機能検査

 １ 標準検査（一連につき）20点

 ２ 刺激又は負荷を加える特殊検査（１種目につき）120点

 ３ 頭位及び頭位変換眼振検査
 イ 赤外線ＣＣＤカメラ等による場合 300点
 ロ その他の場合 140点

 ４ 電気眼振図（誘導数にかかわらず一連につき）
 イ 皿電極により４誘導以上の記録を行った場合 400点
 ロ その他の場合 260点

５ 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点

 ６ ビデオヘッドインパルス検査 300点



問題10 病名：変形性膝関節症
平衡機能検査（動作分析検査）250点請求があった。病名は変形性膝関節症のみで詳記に「動作分析検査：歩行時の歩容不良によりバ
ランス機能低下が認められたため検査を必要とした」との記載があった。病名に耳鼻科病名なくこの詳記のみで請求は認められるか。

認める

5%

詳記により認

める

40%
認めない

55%

膝OAに対する平衡機能検査

認める 詳記により認める 認めない

事務連絡 平成20年７月10日 
地方社会保険事務局 都道府県民生主管部（局） 国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課(部) 御中

疑義解釈資料の送付について（その３） 厚生労働省保険局医療課



九州ブロックでの審査取り扱いでは、本検査が人工関節・骨
切り術の術前・術後検査に有効とさています。

平成２２年の「整形外科領域に関する下肢荷重検査に係る
ワーキンググループ」の見解では、人工股（膝）関節手術の術
前又は術後に加重軸の変化をみる目的で行う下肢加重検査
は、患者の状態を把握及び治療計画の決定のためには必要
な検査であると判断し、当該手術の術前及び術後にそれぞれ
1回に限り算定を認めることが妥当であると判断した。としてい
ます。よって、変形性膝関節症の病名のみでは認めません。





PMDA認可

歩行解析装置



Ｄ２５０ 平衡機能検査 整形外科疾患で算定可な疾患は？

認める疾患に〇

整形外科疾患で歩行解析装置が有用な疾患

① 変形性関節症
最も一般的な適応です。
主な対象
• 変形性膝関節症 （ ）
• 変形性股関節症 （ ）
• 足関節症 （ ）
評価できる項目
• 歩行速度
• 歩幅
• 立脚期時間
• 荷重バランス
• 膝内反モーメント（KAM）
臨床的意義
• 手術適応（TKA・HTO）の判断
• 手術前後の機能評価
• 歩容異常の客観評価



② 下肢変形疾患
骨アライメント異常の評価に有用です。
例
• O脚（内反膝）  （ ）
• X脚（外反膝）   （ ）
• 下肢長差     （ ）
• 大腿骨・脛骨変形 （ ）
用途
• 矯正骨切り術の評価
• 装具療法評価

③ 股関節疾患
特にTrendelenburg歩行の評価に有用。
主な疾患
• 先天性股関節脱臼後遺症 （ ）
• 寛骨臼形成不全 （ ）
• 大腿骨頭壊死 （ ）
• 股関節外転筋障害 （ ）
評価項目
• 骨盤傾斜
• 股関節モーメント
• 歩行周期



④ 脳性麻痺（整形外科手術対象例）（ ）

整形外科で最も高度に歩行解析が使われる疾患です。
評価内容
• crouch gait
• equinus gait
• scissoring gait
用途
• 選択的多部位手術（SEMLS）の適応決定

⑤ 脊椎疾患
歩行障害の客観評価に利用。
主な疾患
• 腰部脊柱管狭窄症 （ ）
• 脊髄損傷 （ ）
• 脊柱変形 （ ）
評価
• 歩行周期
• 立脚期短縮
• 体幹前傾



⑥ スポーツ整形
障害発生メカニズム解析
例
• ACL損傷後 （ ）
• ランニング障害 （ ）
• シンスプリント （ ）
• 足底腱膜炎 （ ）

⑦ 足部疾患
• 扁平足 （ ）
• 外反母趾 （ ）
• 後脛骨筋機能不全 （ ）

足圧解析（pedobarography）と併用されることが多い。
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